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主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

地
方
自
治
法
に
基
づ
く
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

漁
船
災
害
等
補
償
法
に
基
づ
く
付
保
義
務
の
消
滅 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路 

 
 

 

 
 

の
指
定
□
二
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

千
葉
港
港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

教
育
委
員
会
告
示 

○ 

博
物
館
登
録
原
簿
の
登
録
□
四
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

 
 

公 
 

告 

○ 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

○ 

土
地
改
良
区
役
員
の
就
任 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

入
札
公
告
□
二
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

○ 

落
札
者
等
の
公
告
□
二
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
六
十
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
□
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
□
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
有
害

物
質
に
よ
□
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
□
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
区
域
は
□
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
□
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
□
第
五
十

八
条
第
五
項
第
十
二
号
に
該
当
す
る
区
域
で
あ
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
す
る
区
域 

君
津
市
君
津
一
番
の
一
部
□
別
図
の
と
お
り
□ 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種

類 

ふ
□
素
及
び
そ
の
化
合
物 

 

□
□
別
図
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

  

千
葉
県
告
示
第
六
十
一
号 

 

地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
□
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
□
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
条
例
第
六
号
□
別
表
第
一
博
物
館
の
項
に
規
定

す
る
入
場
料
□
令
和
七
年
度
特
別
展
□
没
後
五
〇
年 

髙
島
野
十
郎
展
□
入
場
料
の
う
ち
オ
ン
ラ
イ
ン
チ

ケ
□
ト
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
納
付
さ
れ
る
も
の
に
限
る
□
□
の
納
付
事
務
の
委
託
を
受
け
る
指
定
納
付

受
託
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

名

称 

住
所
又
は
事
務
所
の

所
在
地 

納
付
事
務
の
委
託
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
期
間 

指
定
を
し
た
日 

株

式

会

社

イ

□

テ
□
□
ク
ス
デ
□
タ

フ
□
□
ム 

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷

二
丁
目
六
番
一
四
号 

令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら

十
月
三
十
一
日
ま
で 

令
和
七
年
七
月

一
日 

  

千
葉
県
告
示
第
六
十
二
号 

 

漁
船
損
害
等
補
償
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
□
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
□
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
は
令
和
四
年
二
月
三
日
に
発
生
し
た
指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付

す
べ
き
義
務
が
令
和
八
年
二
月
二
日
付
け
で
消
滅
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

東
安
房
加
入
区
□
鴨
川
加
入
区
及
び
天
津
小
湊
加
入
区 

 

千
葉
県
告
示
第
六
十
三
号 

 

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
□
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
□
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
□
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

一
般
国
道 

二 
路
線
名 

二
百
九
十
七
号 

三 
区
間 

市
原
市
市
原
字
北
横
町
三
九
六
番
四
地
先
か
ら
八
幡
字
市
川
前
一
一
四
番
一
地
先
ま
で 

 

千
葉
県
告
示
第
六
十
四
号 

 

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
□
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
□
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
□
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

2

月

6

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１４１１５号 令和 8 年 2 月 6 日（金曜日） 

そ
の
一 

 
一 

道
路
の
種
類 

県
道 

 
二 
路
線
名 

袖
ケ
浦
中
島
木
更
津
線 

 

三 
区
間 

袖
ケ
浦
市
福
王
台
二
丁
目
一
番
一
地
先
か
ら
奈
良
輪
字
西
町
七
七
番
一
地
先
ま
で 

そ
の
二 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

 

二 

路
線
名 
袖
ケ
浦
停
車
場
線 

 

三 

区
間 

袖
ケ
浦
市
奈
良
輪
二
丁
目
一
番
一
地
先
か
ら
二
番
三
地
先
ま
で 

 

千
葉
県
告
示
第
六
十
五
号 

 

港
湾
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
□
第
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
千
葉
港

港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要
は
□
次
の
と
お
り
で
あ
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要 

 
 

平
成
三
十
年
千
葉
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号
□
千
葉
港
港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要
□
に
よ
り
そ
の
概

要
を
告
示
し
た
千
葉
港
港
湾
計
画
に
つ
い
て
□
軽
易
な
変
更
を
し
た
事
項
は
□
次
の
と
お
り
で
あ
る
□ 

 

１ 

危
険
物
取
扱
施
設
計
画
□
追
加
□ 

 
 

 
 

ド
ル
フ
□
ン 

地

区

名 

公

共

用

又

は 

専

用

の

別 

水
深
□
メ
□
ト
ル
□ 

バ

□

ス

数 

用

途 

葛

南

中

央 

専

用 

六
・
〇 

一 
危

険

物

船

用 

 

２ 

専
用
埠
頭
計
画
□
削
除
□ 

 
 

 
 

ド
ル
フ
□
ン 

地

区

名 

公

共

用

又

は 

専

用

の

別 

水
深
□
メ
□
ト
ル
□ 

バ

□

ス

数 

用

途 

葛

南

中

央 

専

用 

既

設

一

バ

□

ス

を

廃

止

す

る 

一

般

船

用 

二 

港
湾
計
画
の
縦
覧
の
場
所 

 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

千
葉
県
県
土
整
備
部
港
湾
課 

教

育

委

員

会

告

示 

千
葉
県
教
育
委
員
会
告
示
第
六
号 

 

博
物
館
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
□
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お

り
博
物
館
の
登
録
を
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

杉 

野 
 

可 

愛 
 

 

 

登
録
記
号
番
号 

設
置
者
の
名
称
及
び
住
所 

博
物
館
の
名
称
及
び
所
在
地 

登

録

年

月

日 

第
四
十
四
号 

大
網
白
里
市 

大
網
白
里
市
大
網
一
一
五

番
地
二 

大
網
白
里
市
デ
ジ
タ
ル
博
物

館 大
網
白
里
市
大
網
一
一
五
番

地
二 

令

和

六

年

三

月

二
十
九
日 

  

千
葉
県
教
育
委
員
会
告
示
第
七
号 

 

博
物
館
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
□
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お

り
博
物
館
の
登
録
を
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

杉 

野 
 

可 

愛 
 

 

登
録
記
号
番
号 

設
置
者
の
名
称
及
び
住
所 

博
物
館
の
名
称
及
び
所
在
地 

登

録

年

月

日 

第
十
二
号 

流
山
市 

流
山
市
平
和
台
一
丁
目
一

番
地
の
一 

流
山
市
立
博
物
館 

流
山
市
加
一
丁
目
一
□
二
二

五
番
地
の
六 

令

和

七

年

三

月

二
十
二
日 

  

千
葉
県
教
育
委
員
会
告
示
第
八
号 

 

博
物
館
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
□
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お

り
博
物
館
の
登
録
を
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

杉 

野 
 

可 

愛 
 

 

登
録
記
号
番
号 

設
置
者
の
名
称
及
び
住
所 

博
物
館
の
名
称
及
び
所
在
地 

登

録

年

月

日 

第
三
十
号 

松
戸
市 

松
戸
市
根
本
三
八
七
番
地

の
五 

松
戸
市
立
博
物
館 

松
戸
市
千
駄
堀
六
七
一
番
地 

令

和

七

年

三

月

二
十
二
日 

  

千
葉
県
教
育
委
員
会
告
示
第
九
号 

 
博
物
館
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
□
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お

り
博
物
館
の
登
録
を
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

杉 

野 
 

可 

愛 
 

 

登
録
記
号
番
号 

設
置
者
の
名
称
及
び
住
所 

博
物
館
の
名
称
及
び
所
在
地 

登

録

年

月

日 

第
二
十
四
号 
我
孫
子
市 

我
孫
子
市
我
孫
子
一
□
八

五
八
番
地 

我
孫
子
市
鳥
の
博
物
館 

我
孫
子
市
高
野
山
二
三
四
番

地
三 

令

和

七

年

三

月

三
十
一
日 

 



  

三 

令和 8 年 2 月 6 日（金曜日） 千 葉 県 報 第１４１１５号 
 

公

告 

 
 

 
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
□
市
原
市

潤
井
戸
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 

退
任
理
事 

 

市
原
市
潤
井
戸
六
三
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

田 
 

大 

明 

  
 

 

土
地
改
良
区
役
員
の
就
任 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
□
東
葛
北

部
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

就
任
理
事 

 

野
田
市
山
崎
一
□
八
八
三
番
地
の
七
プ
レ
デ
□
ア
梅
郷
ス
テ
□
シ
□
ン 

渡 

邊 
 

英 

子 
 

 
 

 

フ
ロ
ン
ト
六
〇
二
号
室 

 

野
田
市
木
間
ケ
瀬
九
□
三
七
六
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

川 

辺 
 

智 

恵 
 

 
 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は
□
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る
□ 

 
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

  

 
 

 
 

  
 

 
 

                                 

 
 

 
入

札
公

告
 

 
別

冊
の

と
お

り
一

般
競

争
入

札
に

付
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

２
月

６
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

  
 

 
入

札
公

告
 

 
別

冊
の

と
お

り
一

般
競

争
入

札
に

付
す

る
。
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